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※
都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て
意
見

の
あ
る
方
は
、
住
所
・
氏
名
・
生

年
月
日
・
職
業
・
電
話
番
号
・
意

見
の
趣
旨
お
よ
び
そ
の
理
由
を
書

い
た
意
見
書
を
、
必
ず
提
出
期
間

内
に
知
事
宛
て
で
、
提
出
先
の
い

ず
れ
か
へ
持
参
ま
た
は
郵
送
で
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。
提
出
さ
れ
た

意
見
書
の
要
旨
は
県
都
市
計
画
審

議
会
に
提
出
さ
れ
ま
す
。

■
縦
覧
場
所
・
意
見
書
提
出
先
・

問
合
せ
＝
県
都
市
計
画
課

☎
０
２
８（
６
２
３
）２
４
６
８

安
足
土
木
事
務
所
企
画
調
査
課

☎
０
２
８
４

（４１）
４
１
１
９

市
都
市
計
画
課
☎

（２０）
３
１
０
０

ご
存
じ
で
す
か
？

検
察
審
査
会

　

犯
罪
な
ど
の
被
害
に
遭
い
、

警
察
署
や
検
察
庁
に
訴
え
た
も
の

の
、
そ
の
処
分
に
不
満
の
あ
る
方

は
、
検
察
審
査
会
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。
検
察
審
査
会
で
は
、
選
挙

権
が
あ
る
方
の
中
か
ら
く
じ
で
選

ば
れ
た
11
人
の
検
察
審
査
員
が
、

当
否
を
審
査
し
ま
す
。
※
費
用
は

か
か
り
ま
せ
ん
。
秘
密
は
固
く
守

ら
れ
ま
す
。

■
問
合
せ
＝
足
利
検
察
審
査
会
事

務
局
☎
０
２
８
４

（４１）
３
１
０
６

土
砂
災
害
防
止
法
に
基
づ
く

現
地
調
査

　

県
で
は
、
土
砂
災
害
対
策
に
利

用
す
る
調
査
を
実
施
す
る
た
め
、

土
砂
災
害
防
止
法
に
基
づ
く
現
地

調
査
を
実
施
し
ま
す
。

　

調
査
に
伴
い
、
調
査
員
（
県
の

委
託
業
者
）
が
住
宅
な
ど
の
敷
地

内
へ
立
ち
入
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

の
で
、ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
調
査
区
域
＝
佐
野
市
全
域

▼
調
査
期
間
＝
３
月
ま
で

▼
調
査
員
＝
国
際
航
業
㈱
、
晃
洋

設
計
測
量
㈱
（
県
が
発
行
す
る
身

分
証
明
書
を
携
行
し
て
い
ま
す
）

■
問
合
せ
＝
安
足
土
木
事
務
所

☎
０
２
８
４

（４１）
４
１
１
９

都
市
計
画
の
案
の
縦
覧

　

都
市
計
画
の
変
更
に
あ
た
り
、

都
市
計
画
の
案
を
縦
覧
し
ま
す
。

▼
都
市
計
画
の
案
＝
足
利
佐
野
都

市
計
画
道
路
の
変
更
（
３
・
４
・
３

号
赤
見
馬
門
線
、
３
・
５
・
201
号

高
萩
村
上
線
）
▼
対
象
地
域
＝
浅

沼
町
、
高
萩
町
、
北
茂
呂
町
、
茂

呂
山
町
、
馬
門
町
、
植
上
町
の
各

一
部　

▼
縦
覧
・
意
見
書
提
出
期

間
＝
11
月
22
日

（火）
～
12
月
６
日

（火）

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

本
市
の
標
準
価
格

　

平
成
28
年
７
月
１
日
時
点
の

「
地
価
調
査
」
価
格
が
公
表
さ
れ

ま
し
た
。

　

地
価
調
査
は
、
栃
木
県
知
事
が

判
定
し
、
公
表
す
る
も
の
で
、
毎

年
７
月
１
日
時
点
の
基
準
地
の
適

正
な
価
格（
１
㎡
当
り
）で
、
皆
さ

ん
に
土
地
の
正
常
な
価
格
を
知
っ

て
い
た
だ
き
、
土
地
取
引
の
目
安

に
し
て
い
た
だ
く
も
の
で
す
。

　

基
準
地
お
よ
び
標
準
価
格
は
、

栃
木
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。
な
お
用
地
課（
５
階
）、

田
沼
・
葛
生
の
各
行
政
セ
ン
タ
ー
、

各
支
所
、
図
書
館
で
閲
覧
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

■
問
合
せ
＝
同
課
☎

（２０）
３
１
０
５

多
重
債
務
者
相
談
強
化
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン　

　

県
で
は
11
月
を
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

期
間
と
し
、
県
弁
護
士
会
、
県
司

法
書
士
会
と
多
重
債
務
の
無
料
相

談
会
を
開
催
し
ま
す
（
要
予
約
）。

▼
日
時
＝
11
月
14
日

（月）
午
後
１
時

～
５
時
▼
会
場
＝
県
庁
研
修
館

（
宇
都
宮
市
）

■
申
込
＝
県
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

☎
０
２
８（
６
２
５
）２
２
２
７

佐野パパプロジェクト　～パパたちによる、地域創生プロジェクト～　
　「佐野パパプロジェクト」として、パパと呼ばれる世代（２０～４０代）の男性を中心に、集まった方たち

に新しい佐野市の魅力を発見し、ＰＲしていただく事業を開始します。「パパ」を表題としましたが、既婚・

独身・子どもの有無は問いません。

　佐野市が好きで、楽しく仲間とやってみたいと思っている男性な

らどなたでもご参加いただけます。これまで取り上げられてこなかっ

た佐野市の魅力を一緒に探しませんか？　

○第１回意見交換セミナー　当日、直接会場へお越しください。　

▲

日時＝１１月３０日（水）午後６時３０分～７時３０分　

▲

会場＝犬伏地区公民館

▲

講師・演題＝

　松本謙（㈱ファーマーズ・フォレスト代表取締役、中小企業診断士）

　「地元の財産を知る」 ※道の駅｢うつのみやろまんちっく村」を運営

■

問合せ＝都市ブランド推進室☎（２０）３０４７
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皆さんの生活に関することについてのお知らせです。

①
事
業（
営
業
）所
得
の
方　

１
日

（木）
午
後
1
時
30
分
～
３
時

②
事
業（
農
業
）所
得
の
方　

２
日

（金）
午
前
10
時
～
11
時
30
分

③
不
動
産
所
得
の
方　

２
日

（金）
午
後
１
時
30
分
～
３
時

●
消
費
税
決
算
説
明
会

５
日

（月）
午
後
１
時
30
分
～
３
時

個
人
事
業
税
の
お
知
ら
せ

　

第
２
期
分
の
納
付
書
を
11
月
10

日
（木）
に
送
付
し
ま
す
。
納
期
限
は
、

11
月
30
日

（水）
で
す
。
■
問
合
せ
＝

安
足
県
税
事
務
所
☎

（２３）
１
４
５
８

最
低
賃
金
の
改
正

　

栃
木
県
最
低
賃
金
が
10
月
１
日

か
ら
１
時
間
775
円
に
改
正
さ
れ
ま

し
た
。
こ
の
最
低
賃
金
は
、
県
の

区
域
内
の
事
業
場
で
働
く
す
べ
て

の
労
働
者
と
そ
の
使
用
者
に
適
用

さ
れ
ま
す
。
■
問
合
せ
＝
栃
木
県

労
働
局
労
働
基
準
部
賃
金
室　

☎
０
２
８（
６
３
４
）９
１
０
９

働
く
人
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス

相
談

　

職
場
で
の
ス
ト
レ
ス
や
メ
ン
タ

ル
ヘ
ル
ス
の
不
調
を
抱
え
る
方
な

ど
に
対
し
、
産
業
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー

が
無
料
で
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
（
面

税
を
考
え
る
週
間

　

11
月
11
日
～
17
日
は
、「
税
を

考
え
る
週
間
」
で
す
。
今
年
の

テ
ー
マ
は「
く
ら
し
を
支
え
る
税
」

で
す
。
次
の
催
し
を
行
い
ま
す
の

で
、
ぜ
ひ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

○
税
金
の
な
い
世
界
を
体
験
し
よ

う　

税
金
の
な
い
世
界
を
体
験
で

き
る
ブ
ー
ス
を
設
置
し
ま
す
。

▼
日
時
＝
11
月
14
日

（月）
～
17
日

（木）

各
日
午
後
３
時
～
６
時

▼
会
場
＝
イ
オ
ン
モ
ー
ル
佐
野
新

都
市　

※
15
日

（火）
に
は
同
じ
時
間
内
で
、

税
理
士
会
佐
野
支
部
の
税
理
士
２

人
の
無
料
税
務
相
談
を
実
施

○
中
学
生
の
税
に
関
す
る
ポ
ス

タ
ー
な
ど
の
展
示
会

▼
展
示
期
間
＝
11
月
中
（
施
設
に

よ
り
異
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
）

▼
展
示
会
場
＝
市
役
所
、
安
蘇
庁

舎
、
商
工
会
議
所

■
問
合
せ
＝
正
し
い
申
告
と
納
税

推
進
都
市
協
議
会
（
佐
野
税
務
署
）

☎
（２２）
４
３
６
６

税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

　

勤
労
者
会
館
で
説
明
会
を
開
催

し
ま
す（
全
て
12
月
）。

■
問
合
せ
＝
同
署
☎

（２２）
４
３
６
６

●
白
色
申
告
決
算
説
明
会

接
相
談
ま
た
は
電
話
相
談
）
を
行

い
ま
す
。
▼
日
時
＝
11
月
16
日

（水）

午
後
１
時
30
分
～
４
時
30
分

▼
会
場
＝
足
利
庁
舎
足
利
労
政
事

務
所　

■
申
込
＝
11
月
11
日

（金）
ま
で
に
、

同
所
☎
０
２
８
４

（４１）
１
２
４
１

文
化
会
館
の
施
設
改
善
工
事

▼
工
事
予
定
期
間
＝
平
成
29
年
11

月
27
日

（月）
～
平
成
30
年
2
月
末

※
工
事
期
間
中
は
、
小
ホ
ー
ル
、

会
議
室
、
展
示
室
の
ご
利
用
が
制

限
さ
れ
ま
す
。
こ
の
期
間
に
ご
利

用
を
予
定
さ
れ
て
い
る
方
は
、
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ
＝
同
館
☎

（２４）
７
２
１
１

渡
良
瀬
川
の
樹
木
を
伐
採
す

る
方
を
公
募
中

▼
対
象
＝
個
人
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
、
企
業
、

○
○
組
合
な
ど　

▼
伐
採
範
囲
＝

足
利
市
鹿
島
町
の
渡
良
瀬
川
河
川

敷
内　

▼
伐
採
期
間
＝
12
月
１
日

か
ら
３
ヵ
月
間

■
申
込
＝
11
月
11
日

（金）
ま
で
に
、

渡
良
瀬
川
河
川
事
務
所
管
理
課

☎
０
２
８
４

（７３）
５
５
５
７

※
詳
細
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
に
な
る
か
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

w
w

w
.ktr.m

lit.go.jp/w
atarase/

道路は公共の財産です　安全で快適な道路を実現するために皆さんのご協力をお願いします！

①樹木管理のお願い

　歩道や車道に張り出した樹木は、歩行者や自動車の通行の妨げになり危険

です。また、枯れ木や弱った木が倒れた場合は、大きな事故につながる恐れ

がありますので、所有者は適正な管理をお願いします。

②不法占用対策について

　道路に段差解消ステップ、看板、のぼり旗、商品棚などを置くことは違法

であり、認められません。不法占用物の所有者は撤去をお願いします。

③禁止行為について

　乗り入れ口付近の縁石を勝手に撤去するなど、道路の構造または交通に支

障を及ぼす行為は法律で禁止されています。乗り入れ口の変更は一定の基準

を満たしている場合にのみ認められますので、事前に道路管理者までご相談

ください。（この場合の工事費は自己負担となります）

■問合せ＝市道：市役所道路河川課☎（２０）３１０２・県道：安足土木事務所保全第二部☎（２４）３１１１

歩道にせり出した木

違法に設置された
段差解消ステップ


